
  

公益財団法人鉄鋼環境基金 

第４０回通常理事会議事録 

 

 

１．理事会の決議があったものとみなされた事項の提案をした理事 

福島 裕法 

２．理事会の決議があったものとみなされた日 

令和２年３月１３日 

３．議事録の作成に係る職務を行った理事 

  小川 雄司 

４．理事会の決議があったものとみなされた事項 

  第１号議案 令和２年度事業計画書（案）承認の件 

  第２号議案 令和２年度収支予算書（案）承認の件 

         

 令和２年３月３日、理事 福島 裕法が理事９名の全員及び監事２名の全員に対して、「理

事会の決議の目的である事項」について提案書を発し、その提案につき令和２年３月１２

日までに理事全員から書面により同意の意思表示を、監事全員から書面により異議がない

との意思表示を得た。 

 このため、一般法人法第９６条及び定款第４８条に基づく理事会の決議の省略の方法に

より、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。 

以上 

 以上のとおり、公益財団法人鉄鋼環境基金理事会の決議があったものとみなされた事項

を明確にするため、議事録作成に係る職務を行った理事はここに記名押印する。 

 

令和２年３月１３日 

                        代表理事 福島 裕法 

      

                   代表理事 小川 雄司 

 

                         


